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と
し
も
健
全
財
政

予
算
総
額

闘
億
七
千
万
円

市
の
三
十
一
年
度
予
算
は
去
る
三
月
二
†
日
の
定
例
市
議
会
で
決
定
し
た
。
　
一
般
会
計
は
一
億
七
千
余
万
円

で
、
昨
年
度
に
比
し
二
百
三
十
七
万
円
余
の
減
額
と
な
っ
た
．
こ
れ
は
見
込
の
た
N
な
い
才
入
は
極
力
計
上
を

さ
け
た
た
め
で
、
む
し
ろ
実
質
的
に
は
昨
伍
以
上
に
内
容
の
充
実
し
た
予
算
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

予
算
は
次
の
方
針
に
基
い
て
編
成
し
た
。

　
①
税
率
は
今
ま
で
通
り
と
し
、
増
税
し
な
い
。
②
歳
入
を
適
確
に
把
握
し
て
催
全
財
政
を
確
保
し
、
絶
対
に

　
赤
字
を
出
さ
な
い
．
③
新
市
建
設
五
力
年
計
圃
は
緩
急
を
考
慮
。
④
事
業
費
を
優
先
的
に
計
上
し
、
つ
と
め

　
て
他
は
圧
縮
し
た
．
予
算
内
容
の
概
略
は
次
の
通
り
．
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歳
入
の
牛
分
は
市
税

需
税
】
総
収
入
の
雰
以
蓼

占
め
る
市
税
の
う
ち
市
民
税
は
二
千

四
百
五
十
六
万
、
固
定
資
産
税
五
千

九
百
九
十
三
万
、
自
転
車
荷
車
税
百

八
十
一
万
、
た
ば
こ
消
費
税
五
百
七

十
万
、
電
気
ガ
ス
税
五
亘
一
干
一
万

木
材
引
販
税
二
十
一
万
円
等
と
な

っ
て
い
る
．

【
地
方
交
付
税
】
国
税
の
内
、

所
得
税
、
法
人
税
及
び
酒
税
の
二
十

五
％
が
地
方
の
実
情
に
応
じ
て
交
付

さ
れ
る
予
定
額
で
、
三
千
百
八
十
万

円
を
見
込
ん
だ
。

【
国
庫
補
助
金
一
主
な
も
の
は

生
活
保
護
費
の
一
千
五
百
万
円
を
は

じ
め
、
学
板
建
築
、
土
木
費
、
緊
急

失
策
対
策
費
、
児
童
福
祉
費
、
選
挙

費
等
の
補
助
で
あ
る
。

【
県
支
出
金
】
農
業
委
員
会
の

補
助
金
、
衛
生
関
係
の
補
助
金
等
が

主
な
も
の
．

【
嵜
附
金
】
道
路
や
橋
の
架
替
、

消
防
ボ
ン
プ
の
購
入
の
地
元
指
定
寄

附
金
。

【
市
債
】
中
条
中
増
築
分
百
二
＋

万
・
名
力
山
小
改
築
分
二
百
四
十
万
・

都
市
計
画
分
二
百
万
円
。
な
而
事
業

智
予
算
計
上
に
伴
う
国
、
県
補
助
金
、

起
債
等
の
見
積
に
つ
い
て
は
則
政
の

現
状
か
ら
過
少
に
見
積
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
が
、
こ
れ
が
獲
得
に
つ
い

て
は
今
援
凡
ゆ
る
努
力
を
傾
注
し
た

教
育
に
つ
ぐ

役
所
費

歳出豫算
で
あ
る
。

　
　
31
年
度
一
般

　
　
会
計
豫
算

　
　
◎
歳
　
入

　
　
科
目
　
　
　
予
算
額

　
市
税
　
　
　
九
信
、
五
志
、
六
〇
〇

　
地
方
交
付
税
一
三
、
八
O
O
、
0
0
0

　
公
営
企
藁
及
　
て
〇
九
三
・
三
〇
〇

－
び
財
産
収
入

使
用
料
及
び

　
　
　
　
　
　
三
、
七
一
三
、
八
五
〇

手
数
料

　
国
庫
家
出
金
二
二
、
九
三
て
六
九
〇

　
県
麦
出
金
　
　
三
、
五
天
三
、
0
0
0

　
寄
附
金
　
　
　
二
、
八
三
〇
、
五
．
五
〇

　
繰
入
金
　
　
　
　
七
五
〇
、
O
O
O

　
繰
越
金
　
　
　
て
三
二
五
、
三
〇
〇

　
雑
収
入
　
　
　
　
二
二
八
、
六
三
〇

　
市
債
　
　
　
　
五
、
六
〇
〇
、
8
0

　
合
計
　
　
一
七
一
、
四
〇
七
、
九
二
〇

　
　
◎
歳
　
出

　
　
科
目
　
　
　
予
算
額

　
議
会
費
　
　
　
二
、
六
三
〇
汽
二
8

　
市
役
所
費
　
三
五
、
一
三
九
、
七
七
〇

　
消
防
費
　
　
　
八
、
七
八
二
」
九
〇

　
土
木
費
　
　
＝
ハ
、
二
〇
八
、
九
〇
〇

　
教
育
費
　
　
三
八
、
四
一
四
、
五
〇
〇

【
議
会
費
】
議
員
報
酬

百
十
二
万
円
、
事
務
局
職

員
劉
四
十
一
万
円
、
交
際

費
十
二
万
円
が
主
な
も
の

　
【
宙
役
所
費
】
　
職
員
給
千
七
百

三
十
一
万
、
旅
蜜
七
十
万
、
需
用
費

三
百
九
＋
芳
円
、
墓
際
窒
＋

万
円
、
出
張
所
費
八
十
四
万
の
ほ
か

公
平
委
員
会
費
、
監
査
．
裂
員
費
等
が

壱
読
て
2
．

　
【
消
防
費
一
、
経
常
費
の
ほ
か
、
特

に
防
火
水
槽
設
置
費
（
九
ヵ
所
）
に
四

　

「十
一
万
円
、
司
搬
動
力
ボ
ン
ブ
五
台

購
入
に
百
五
十
万
円
を
計
上
し
た
。

改
め
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
以
降
に

終
了
す
る
亭
業
矩
度
分
か
ら
適
用
す

る
。

④
扶
養
親
族
の
範
囲
を
前
厳
中
の
筋

得
が
四
万
円
以
下
の
者
に
改
め
た
．

　
（
改
正
以
前
三
万
五
千
円
）

一
「
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

　
①
償
却
資
産
に
対
す
る
免
税
点
を

十
万
円
（
改
正
前
五
万
円
）
に
改
め

た
．

　
②
固
定
資
産
に
移
動
の
な
い
場
合

に
限
り
、
評
、
価
額
を
三
年
間
据
置
く

こ
と
＼
し
た
。

三
、
自
転
軍
荷
車
税
に
つ

い
て

　
0
目
転
車
、
荷
車
の
「
鑑
札
」
を

鰹
欝
労
二
七
、
三
四
六
、
一
六
・

【
土
木
費
一
今
郎
度
は
道
路
の
新

設
改
良
に
五
百
三
十
万
円
、
橋
の
修

繕
架
替
に
三
百
万
円
、
河
川
の
維
持

修
理
に
七
十
万
円
、
都
市
計
画
費
に

四
百
、
五
十
万
円
等
で
、
大
部
分
に
．
新

市
建
設
五
力
年
計
画
に
も
と
づ
く
事

業
費
で
あ
る
．

【
教
育
費
一
一
般
会
計
中
、
そ
の

占
め
る
割
合
は
二
十
二
％
強
で
、
教

育
委
員
会
費
三
百
三
万
円
、
教
育
経

常
費
二
千
八
百
万
円
の
ほ
か
学
校
建

築
臨
時
費
と
し
て
七
百
二
＋
五
万
円

が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

【
社
会
労
働
施
設
】
主
な
も
の
は

生
活
保
護
費
約
二
千
万
円
で
、
ほ
か
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諺
市
税
條
例
の
網
部
改
正

解

給
興
所
得
は
特
別
徴
牧
に

　
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
市

餓
会
で
市
税
の
賦
課
徴
収
条
例
の
一

部
改
正
が
議
決
さ
れ
、
四
月
一
日
か

ら
実
施
さ
れ
る
事
に
な
っ
た
．
そ
の

改
正
要
点
は
択
の
如
く
で
あ
る
。

「
宙
民
税
に
つ
い
て

0
給
与
所
得
者
は
前
年
中
の
給
与
額

に
対
す
る
所
得
割
均
等
割
の
合
計
額

と
特
別
徴
収
（
毎
月
給
料
か
ら
差
引

く
）
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
。

但
し
納
税
者
が
六
月
三
十
日
迄
に
給

与
所
得
以
外
の
所
得
割
の
全
部
叉
は

一
部
を
普
通
徴
収
の
万
法
に
よ
っ
て

徴
収
し
て
責
い
た
い
と
申
出
た
場
合

は
、
そ
の
事
情
に
依
り
普
通
徴
収
を

認
め
る
．

②
給
与
所
得
者
に
対
し
て
は
給
与
の

総
額
の
十
五
％
を
勤
労
控
除
と
し
て

控
除
し
、
更
に
給
与
所
得
額
の
五
％

（
こ
の
額
が
二
万
円
を
こ
え
る
時
は

二
万
円
）
を
特
別
控
除
し
た
金
額
か

ら
基
礎
控
除
を
し
た
額
を
課
税
標
準

と
す
る
。

①
法
人
均
等
割
を
申
告
納
付
制
度
に

「
標
識
」
と
改
め
た
．

　
②
最
初
の
目
転
車
、
荷
窺
標
識
の

交
付
手
数
料
（
改
正
圃
二
十
円
）
は

無
料
に
改
め
た
．

　
①
身
体
瞠
害
看
が
使
用
す
る
自
転

車
に
対
し
て
は
一
人
一
台
に
限
り
税

金
を
免
除
す
る
。
　
（
免
除
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
市
社
会
福
祉
事
務

所
長
の
承
認
を
得
て
、
毎
鉦
三
月
三
十

一
日
ま
で
に
市
長
に
串
請
す
る
）

四
、
市
税
の
減
免

　
0
賦
課
則
日
後
で
あ
っ
て
も
生
活

保
護
法
の
規
定
に
よ
る
生
活
扶
助
を

受
け
る
看
で
市
税
の
減
免
を
必
要
と

認
ら
れ
る
看
に
対
し
て
は
滅
免
す
る

こ
と
が
出
来
る
。

発
刊
の
こ
と
ば

　
　
　
　
　
市
長
　
山
　
口
　
　
孝
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
政
は
市
民
の
総
意
に
基
い
て
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
わ
れ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
す
が
、
そ
の
為
に
は
お
互
い
が
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
理
解
の
上
に
立
う
て
仕
事
を
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
て
行
く
事
が
大
切
だ
と
思
い
ま

す
．
こ
の
度
「
市
政
だ
よ
り
」
を
発
刊
致
し
ま
し
た
が
、
市
民
の
皆

様
か
ら
市
政
に
つ
い
て
充
分
理
解
し
て
い
た
だ
く
と
同
時
に
市
政
に

対
す
る
皆
様
力
の
御
批
判
、
御
意
見
を
御
聞
か
せ
い
た
だ
く
資
料
に

も
と
考
え
て
ニ
カ
月
に
一
回
発
行
す
る
こ
と
に
し
て
居
り
ま
す
．
何

分
共
こ
の
「
市
政
だ
よ
り
」
を
中
心
に
し
て
よ
り
よ
き
市
政
を
盛
り

上
げ
て
行
く
た
め
に
御
協
力
下
さ
る
よ
う
御
願
い
致
し
ま
す
。

保
健
衛
生
費
　
、
五
、
八
五
五
、
〇
一
〇

瞬
業
経
済
費
一
五
、
二
五
一
、
八
O
O

財
産
費

統
計
調
査
費

選
挙
費

公
債
劉

諸
支
出
金

予
備
費

合
計

三
、
五
七
七
、
五
六
〇

　
　
五
三
三
、
四
〇
〇

　
　
八
一
九
、
0
0
0

三
、
七
九
二
、
九
三
〇

一
て
七
五
六
、
五
〇
〇

　
一
、
三
〇
〇
、
0
0
0

一
七
て
四
〇
七
、
九
二
〇

は
児
竃
福
祉
費
、
身
体
臓
害
者
福
祉

費
、
戦
傷
病
者
福
祉
韻
及
び
趾
子
福

祉
費
等
で
あ
る
．
失
対
事
業
は
国
の

緊
急
失
対
事
簗
に
切
り
か
え
．
百
十
六

万
円
を
見
込
ん
だ
。

【
保
険
衛
生
費
】
生
活
環
境
に

償
接
影
響
の
あ
る
伝
染
病
関
係
、
結

核
予
防
、
環
境
衛
生
劉
（
蚊
や
は
え

の
駆
除
等
）
及
び
健
民
費
（
曼
胎
調

節
用
模
型
の
備
付
等
）
、
火
葬
場
関

係
の
維
持
費
、
し
尿
処
理
曹
等
で
、
従

来
特
別
会
計
で
あ
っ
た
し
尿
処
理
会

計
を
・
一
般
会
計
と
し
て
七
十
九
万
円

こ
、
に
計
上
し
た
．

　
　
窪
》
》
》
き
多

＼
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商
業
調
査
、
国
富
調
査
費
等
で
、
市
百
万
円
、
特
別
会
計
繰
出
金
八
百
五

　
勢
要
覧
作
成
費
に
は
十
二
万
円
を
計
十
万
円
が
主
な
る
も
の
で
、
繰
出
金

　
　
【
選
挙
一
費
一
参
議
院
議
員
通
常
選
し
た
．

　
挙
に
四
十
万
円
、
県
教
育
委
員
会
委
　
　
才
出
は
総
括
的
に
み
て
．
消
費
的

　
員
選
挙
に
三
士
二
万
円
を
見
込
ん
だ
経
費
と
投
資
的
経
費
を
比
ぺ
た
場
合

　
【
公
債
費
】
学
校
建
築
、
公
営
住
の
比
率
が
・
全
国
平
均
よ
り
若
午
多

　
宅
、
道
路
改
良
等
亭
藁
資
金
借
入
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
．
こ
れ
は
合
併
市
の
も
つ
特
色
と

　
任
賦
償
還
金
と
し
て
三
百
四
十
九
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
云
わ
れ
て
い
る
が
、
今
後
充
分
検

　
円
、
一
時
借
入
金
の
利
子
見
積
を
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
討
し
て
出
来
る
限
り
圧
縮
し
、
事
藁

　
十
万
円
計
上
し
た
．

【
婁
出
金
一
納
税
奨
客
三
窪
振
高
け
る
よ
う
勇
茗
．

＝
上
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
昨
年
よ
り
二
百
三
十
一
万
円
増
額

産
業
の
振
興

【
産
業
経
済
費
】
農
業
委
員
会

に
百
八
十
四
万
円
、
農
業
振
興
に
九

百
四
十
七
万
円
で
、
特
に
中
小
企
業

指
導
育
成
の
た
め
、
各
種
研
究
会
を

持
つ
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。

【
財
産
費
】
市
有
財
産
の
造
成
、

積
猛
金
、
管
理
費
等
で
、
川
治
中
学

校
建
設
資
金
二
百
九
十
五
万
円
も
こ

の
積
立
金
の
中
に
ふ
く
め
て
あ
る
。

【
統
計
調
査
ヒ
】
工
棊
調
査
、

三
五
五
万
の
赤
字

苦
し
い
國
保
の
や
り
く
り

国
保
は
昭
和
三
十
年
度
か
ら
保
険
料

賦
課
割
合
及
び
医
療
脅
の
給
付
割
合

を
統
一
し
て
運
営
い
た
し
ま
し
た
．

現
任
の
収
交
状
況
は
次
の
通
り
で
あ

り
ま
す
．

▼
収
　
　
　
入

　
　
　
　
　
　
　
　
（
単
位
千
円
）

保
険
料
及
び
一
部
負
担
金

　
　
　
　
　
　
　
二
〇
、
五
一
二

諸
手
数
料
　
　
　
　
　
　
四
〇

国
庫
補
助
金
　
　
　
一
〇
、
六
〇
九

議
汎
、
昌
8
余
万
圓

　
　
　
　
　
上
水
道
会
計
を
新
設

一
、
国
民
健
康
保
険
会
計

　
予
算
額
四
千
百
三
十
六
万
円
で
、

主
．
要
な
才
入
は
保
険
料
二
千
三
百
十

万
円
、
国
庫
麦
出
金
一
千
二
百
八
十

五
万
円
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
五

百
十
丑
万
円
等
で
、
保
険
料
は
昨
年

7
百
七
芳
円
の
目
籍
寛
込

　
　
　
　
　
　
　
ん
寿
あ
る
．
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才
出
性
脈
療
給

付
に
三
千
五
百
二

十
七
万
円
、
運
営

に
二
百
八
十
九
万

円
、
施
設
に
百
五

＋
七
万
円
等
で
、

受
診
率
の
増
加
に

よ
り
給
付
費
は
昨

年
よ
り
四
百
三
十

九
万
円
多
く
を
見

込
ん
だ
．

二
、
直
営
診
療
所

会
計
予
算
額
六
百

三
十
四
万
円

》
内
訳

噺
水
診
療
所
二
百

二
万
円

吉
田
　
〃
　
　
　
二
百
三
十
七
万
円

川
治
　
〃
　
　
　
　
百
九
十
五
万
円

三
、
公
益
質
屋
会
計

　
　
　
　
　
　
三
百
七
十
一
万
円

　
貸
付
資
金
と
し
て
一
｝
百
六
十
五
万

円
を
計
上
し
た
．

四
、
商
工
金
融
資
金
会
計

　
　
　
　
　
　
四
百
九
十
九
万
円

　
融
資
予
託
金
と
し
て
二
百
四
十
五

万
円
を
計
上
し
た
。

五
、
産
榮
育
成
資
金
会
計

　
　
　
　
　
　
　
一
千
九
＋
七
万
円

　
融
資
予
託
金
五
百
三
十
七
万
円
を

計
上
し
た
．

六
、
上
水
道
特
別
会
計
二
千
五
百
．
万

円
三
力
狂
継
続
工
事
で
総
工
費
九
千

六
百
万
円
（
鉦
間
巾
税
総
額
に
相
当

す
る
）
を
予
定
し
、
本
鉦
は
政
將
よ

り
の
借
入
金
二
千
三
百
万
円
と
、
一

般
会
計
繰
入
金
二
百
万
円
で
工
事

に
蕾
手
す
る
計
画
で
、
現
在
許
司

申
請
中
で
あ
る
。
（
完
成
時
の
給
水

可
能
人
口
は
約
二
万
人
）

而
一
般
会
計
繰
入

金
三
、
一
〇
〇

前
年
度
よ
り
繰
越

金
　
　
九
六
二

雑
収
入
　
一
三
七

収
入
合
計

　
三
五
、
皇
ハ
O

▼
麦
出

事
務
費

　
　
二
、
八
六
五

医
療
費

　
三
〇
、
二
五
〇

保
健
婦
関
係
費

　
　
一
、
二
四
六

諸
麦
出
金

　
　
て
三
一
〇

未
払
金
（
三
月
分

医
療
費
）

　
　
三
、
二
四
〇

麦
出
合
計

　
　
三
八
、
九
二

差
引
不
足
と
な
る

金
額
三
、
五
五
一

つ‘臓｝とと捨汐機才廟，｛＼

家
屋
の
再
評
価

　
　
　
　
七
月
頃
か
ら
実
、
施

市
で
は
、
今
ま
で
旧
陶
村
独
自
で
評

価
し
て
い
た
家
屋
の
価
格
を
そ
の
ま

ま
合
併
後
も
用
い
て
お
る
こ
と
か
ら

不
均
衡
の
点
も
相
当
見
受
け
ら
れ
、

家
屋
の
造
作
に
も
変
動
が
あ
る
と
思

わ
れ
ま
す
の
で
、
七
月
頃
よ
り
年
度

内
に
塚
屋
の
実
体
評
価
を
行
う
予
定

　
　
　
　
　
　
　
カ
ン
サ
ツ

車
類
に
標
識
を

　
自
転
車
、
荷
車
、
リ
ヤ
カ
ー
等
を

新
し
く
取
得
さ
れ
た
方
及
び
標
識

（
鑑
札
）
を
な
く
し
た
方
は
市
財
務

課
叉
は
、
各
出
張
所
へ
印
鑑
御
持
参

の
上
標
識
を
受
け
て
下
さ
い
．

　雑亥鰻
　　4も2％
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右
の
通
り
昭
和
三
十
鉦
度
に
於
て
多

額
の
赤
字
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
こ

の
赤
字
は
診
療
件
数
の
増
加
に
伴
い

．

医
療
費
が
大
巾
に
増
大
し
た
＼
め
で

あ
り
ま
す
。

　
こ
の
赤
字
を
う
め
る
た
め
、
昭
和

三
十
一
伍
度
予
算
か
ら
繰
上
充
用
す

る
の
や
む
な
き
状
態
で
あ
り
ま
す
。

給
付
の
切
下
げ
を
研
究

　
昭
和
三
十
一
僅
度
予
算
に
つ
い
て

み
ま
す
と
、
保
険
料
賦
課
額
は
、
咋

伍
度
よ
り
一
世
帯
当
り
一
五
〇
円
の

増
収
を
見
込
み
、
総
計
四
千
百
三
十

六
万
六
千
円
で
あ
り
ま
す
。
又
麦
出

面
で
は
、
医
療
費
に
三
千
五
百
二
十

七
万
円
、
公
債
費
、
納
税
奨
励
金
等

に
昨
年
度
よ
り
ψ
額
増
額
を
見
込
み

事
務
的
経
費
は
極
力
節
減
し
て
、
四

千
百
三
十
六
万
六
千
円
で
お
さ
え
、

一
応
服
麦
を
合
せ
た
わ
け
で
あ
り
ま

す
。

　
予
算
面
で
は
以
上
の
如
く
で
あ
り

ま
す
が
、
昭
和
三
十
年
度
の
赤
字
が

旧
予
想
外
に
多
額
で
あ
っ
た
こ
と
＼
、

診
療
件
数
が
現
在
の
ま
＼
進
み
、
診

療
費
給
付
の
六
割
を
継
続
す
る
な
ら

ば
昨
距
以
上
の
大
赤
字
と
な
る
事
は

必
至
で
あ
り
、
鉦
度
半
ば
に
給
付
の

切
下
げ
か
、
反
は
診
療
の
一
部
制
限

等
を
し
な
け
れ
ば
運
営
で
き
な
い
の

で
目
下
考
慮
中
で
あ
り
ま
す
．
尚
国

民
健
康
保
険
は
保
険
料
の
収
納
成
績

に
ょ
っ
て
、
国
庫
補
助
金
が
交
付
さ

れ
る
事
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
保

険
料
は
特
に
期
限
内
に
完
納
す
る
よ

う
願
い
ま
す
。

五
月
三
十
一
日
は
三
十
距
度
会

齢
閉
鎖
期
で
す
、
市
粉
斎
ま
だ

納
め
て
い
な
い
お
方
は
早
く
納

め
て
下
さ
い
．

木
材
引
取
税
の
申
皆

　
　
　
　
　
自
家
用
も
診
忘
れ
な
く

　
木
材
引
取
税
は
前
月
中
に
伐
採
し

た
木
材
の
種
類
（
松
、
杉
、
桐
等
）
石

数
引
販
価
格
を
書
い
た
申
告
轡
を
七

日
ま
で
に
市
長
に
提
出
し
、
そ
の
申

告
に
よ
り
税
金
を
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
な
拘
自
家

用
材
に
つ
い
て
も
同
様
時
価
に
見
積

っ
て
申
告
納
税
し
て
下
さ
い
。
税
率

は
百
分
の
五
で
、
た
と
え
ば
木
材
を

一
万
円
で
売
，
た
。
場
合
に
は
買
っ
た

人
は
税
を
含
め
て
一
万
五
百
円
を
麦

払
い
ま
す
．
売
人
は
こ
の
一
万
円
に

つ
き
五
百
円
の
税
金
を
里
口
と
同
時

に
納
め
る
と
い
う
訳
で
す
．
こ
の
場

合
買
っ
た
人
が
税
金
分
を
含
め
な
い

場
合
は
特
別
徴
収
義
務
者
と
な
っ
て

い
る
売
人
は
そ
の
税
額
を
講
求
の
上

徴
収
し
て
市
へ
納
め
る
事
に
な
う
で

い
ま
す
．
ま
だ
該
当
者
で
未
申
告
の

方
は
至
急
市
財
務
課
叉
は
各
出
張
所

へ
串
告
納
税
し
て
下
さ
い
．

菰
居
盤
待
暫
…
㎜

総
工
費
四
百
五
十
七
万
円
で
八
幡
田

地
内
（
飯
山
線
西
側
）
に
木
造
平
家

建
十
九
戸
が
完
成
す
る
。

　
　
ノ

轍糞嚇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
欝
鰭
灘

　
（
写
真
は
完
成
近
い
市
営
住
宅
）

　
3
1
》
垂

火
事
を
護
見
し
た
ら

　
火
事
を
発
見
し
た
ら
す
ぐ
電
話
で

「
火
事
」
と
い
っ
て
下
さ
い
。
交
換

手
が
す
ぐ
常
備
消
防
部
に
つ
な
い
で

く
れ
ま
す
。
常
備
が
出
た
ら
町
名
と

目
標
と
な
る
建
物
を
は
っ
き
り
と
告

げ
て
下
さ
い
。
尚
こ
の
火
災
専
用
線

に
は
番
号
は
あ
り
ま
せ
ん
．

山
火
事
に
注
意

た
ば
こ
の
吸
が
ら
や
不
用
意
の
野
火

に
よ
っ
て
山
火
亭
の
起
る
危
険
が
あ

り
ま
す
か
ら
充
分
注
意
し
、
大
事
を

起
さ
な
い
よ
う
に
い
た
し
ま
し
ょ
う

　
ま
り
　
ム
ざ
ワ
　

　
　
　
　
　
　
4
◆
去
る
＋
八
日

　
　
　
　
　
べ

壷
議
委
　
｛

　
　
　
メ
モ

の
市
議
会
臨
時

会
で
、
総
務
財
．

政
委
員
長
よ
り

辞
衷
提
出
．
三

番
臓
員
か
ら
臓

員
も
就
任
以
来

満
一
薙
を
過
ぎ
、
議
会
運
営
の
諸
点

か
ら
こ
の
際
鐵
席
の
変
更
及
び
各
委

員
、
委
員
長
、
議
長
、
副
議
長
．
等
全

　
　
ノ

部
改
選
す
る
こ
と
に
し
て
は
と
…
…

結
局
次
期
六
月
市
議
会
定
例
会
で
改

選
す
る
こ
と
に
申
合
せ
て
け
り
。

較上ヒの担負視の市新
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畜
産
振
興
に
補
助

　
　
　
　
　
　
　
伝
病
予
防
と
増
殖
奨
励

　
畜
産
の
振
興
を
は
か
る
為
に
、
今

伍
は
伝
染
病
予
防
と
増
殖
奨
励
を
軍

点
に
と
り
上
げ
て
い
ま
す
．

　
、
伝
染
病
を
予
防
す
る
為
に
牛
の
ト

リ
コ
モ
ナ
ス
、
流
行
性
感
冒
、
馬
の

流
行
性
脳
炎
、
豚
の
丹
毒
、
コ
レ
ラ
、

乳
牛
の
結
核
等
の
検
診
、
注
射
に
は
、

そ
れ
ぐ
一
部
叉
は
全
額
を
補
助
し

て
い
ま
す
か
ら
実
施
す
る
前
に
農
協

と
連
絡
を
と
っ
て
下
さ
い
．
又
仔
牛

は
県
条
例
に
よ
っ
て
、
生
後
百
二
十

日
以
上
岬
ヵ
年
以
内
に
検
査
を
受
け

な
い
と
販
売
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
市
内
四
日
町
の
家

畜
市
場
で
は
、
六
月
か
ら
十
一
月
ま

．
で
毎
月
廿
六
日
に
仔
畜
の
生
産
検
査

を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
の
検
査

手
数
料
の
補
助
と
、
和
牛
、
豚
の
授

精
奨
励
費
を
出
し
て
い
ま
す
か
ら
せ

い
ぐ
利
用
し
て
下
さ
い
．

　
　
赤
十
字
肚
目
貝

　
　
の
募
集

　
　
最
近
任
外
同
胞
の
引
揚
問
題
、
災

害
救
護
の
間
題
等
日
本
赤
十
字
の
活

動
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。

　
　
日
赤
は
そ
の
他
に
も
巡
回
無
料
診

療
、
保
健
衛
生
知
識
の
普
及
、
家
庭

看
護
法
の
指
導
普
及
、
救
急
法
、
水

嘱
上
安
全
法
の
指
導
等
の
事
業
を
し
て

い
ま
す
。
こ
の
た
び
社
榮
の
拡
充
強

化
を
計
り
、
使
命
達
成
に
努
力
す
る

た
め
、
近
く
社
飼
募
集
を
い
た
し
ま

す
か
ら
ふ
る
っ
て
応
募
し
て
下
さ

い
。

　
社
員
と
社
貧
納
入
の
関
係
は
次
の

通
り
で
す
。

羊
普
通
社
員
　
鉦
額
百
円
以
上
、
三

　
百
円
以
内
を
納
入
す
る
．
　
（
納
入

　
金
が
三
千
円
に
達
し
た
時
『
特
別

　
　
社
員
』
と
す
る
）

羊
特
別
社
員
　
一
時
金
三
千
円
以
上

　
納
入
す
る
．

単
賛
助
員
　
葎
額
三
十
円
以
上
百
円

　
未
満
を
寄
附
す
る
。

　
　
一
時
金
五
万
円
以
上
十
万
円
納
入

さ
れ
た
時
は
有
功
章
が
授
与
さ
れ
ま

す
。
（
社
会
福
祉
扇
務
所
）

設
計
を
早
く

撒
蕪
難
　

今
年
度
予
定
を
さ
れ
て
い
る
工
事
に

つ
い
て
は
、
市
役
所
係
員
に
運
絡
の

上
早
目
に
設
計
の
相
談
を
す
る
と
共

に
具
体
的
価
行
計
画
を
樹
て
ら
れ
る

様
願
い
ま
す
。

　
十
二
月
末
に
な
っ
て
全
部
の
工
事

が
終
ら
ぬ
と
、
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん

が
、
多
分
今
年
度
は
二
割
以
内
の
補

助
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
．
な
お
五

万
円
以
下
の
工
亭
叉
は
個
八
の
工
事

は
補
助
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
経
済
課
）

國
保
の
届
出

　
国
保
の
被
係
険
者
の
異
動
屈
が
ま

だ
す
ん
で
い
な
い
方
が
あ
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
も
う
一
度
受
診
証
と
家
族

を
く
ら
べ
て
み
て
下
さ
い
．
家
族
の

中
で
出
生
、
死
亡
、
転
入
、
転
出
、
市

内
の
転
居
、
琶
帯
分
け
、
職
場
の
保
険

叉
は
共
済
組
合
に
加
入
、
脱
退
し
た

時
等
の
異
動
が
あ
っ
た
際
は
、
受
診

証
距
印
鑑
を
も
っ
て
保
険
衛
生
課
又

誌

は
各
地
区
の
出
張
所
へ
申
出
て
下
さ

い
．
転
出
、
死
亡
等
で
家
族
が
減
っ

て
い
て
も
届
出
が
な
い
と
、
保
険
料

も
そ
の
ま
ま
徴
収
さ
れ
ま
す
か
ら
、

い
つ
も
正
確
な
人
員
が
、
受
診
証

に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
届
出
の

励
行
を
お
願
い
し
ま
す
．
又
病
気
で

医
師
の
診
察
を
受
け
る
と
き
に
も
受

診
証
を
必
す
御
持
参
下
さ
い
．

自
動
車
臨
時
蓮
行

許
可
申
請

　
自
動
車
（
四
輪
車
、
三
輪
車
、
二

輪
車
、
ス
ク
ー
タ
ー
等
を
含
む
陸
還

事
務
所
に
よ
り
自
動
車
登
録
番
号
標

を
う
け
る
も
の
）
の
申
請
に
つ
い
て

は
、
保
険
に
加
入
し
た
（
自
動
車
損

害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
）
証
朋
轡

を
窓
口
係
り
に
提
示
し
て
下
さ
い
．

こ
の
証
明
害
の
提
示
が
な
い
時
は
、

臨
時
運
行
の
許
可
が
出
来
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
　
（
経
済
課
）

近
く
滲
議
院
選
挙

　
　
　
　
　
明
朗
な
理
想
選
挙
て

　
国
会
の
会
期
が
六
月
三
日
ま
で
延

長
さ
れ
た
の
で
、
来
る
七
月
四
日
か

ら
八
日
ま
で
の
間
に
（
多
分
七
月
八

日
の
日
曜
日
に
決
定
さ
れ
る
予
定
）

参
議
院
議
員
の
半
数
改
選
の
通
常
選

挙
が
執
行
さ
れ
ま
す
。
こ
の
選
挙
は
、

昭
和
二
十
二
年
四
月
に
第
一
回
が
行

わ
れ
て
か
ら
三
痒
ご
と
に
定
期
的
に

執
行
さ
れ
、
今
伍
で
第
四
回
目
に
当

り
ま
す
。
参
議
院
議
員
の
定
数
は
全

国
区
選
出
議
員
百
八
、
地
方
区
選
出

議
員
百
五
十
人
で
半
数
変
替
制
で
す

か
ら
今
年
改
選
数
は
全
国
区
五
十
人

地
方
区
七
十
五
人
で
こ
の
地
方
区

選
出
の
雄
県
の
場
合
は
二
人
で
あ
り

一
ま
す
。
我
が
国
の
民
主
政
治
確
立
に

と
う
て
、
選
挙
ほ
ど
軍
穴
な
意
義
を

も
つ
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
．
真
に
、

国
民
の
意
思
を
表
明
し
た
公
正
で
明

朗
な
理
想
選
挙
を
行
い
ま
し
よ
う
．

米
の
希
望
配
給

一一
外
米
と
餅
米
の
入
用
の
家
庭
に
、

葺
歪
ヵ
月
（
大
人
、
小
人

『を
間
わ
ず
）
一
人
五
キ
。
、
餅
米
を
一

『
鰯
∞
∞
購
…
．

““－慮

口

か

ら旨

印
鑑
証
明
印
鑑
証
朋
轡
は
印
鑑

の
盗
用
や
不
正
便
用
を
防
ぐ
た
め
、

本
八
が
出
頭
し
て
証
明
を
受
け
る
た

て
ま
え
に
な
っ
て
い
ま
す
．
ど
う
し

て
も
本
人
が
出
頭
で
き
な
い
と
き
は

本
人
の
自
筆
の
委
任
状
（
用
紙
は
本

庁
及
び
各
出
張
所
に
あ
る
）
に
よ
る

代
理
請
求
を
条
例
で
認
め
て
い
ま
す

の
で
、
必
ず
励
行
し
て
下
さ
い
。

住
民
登
録
住
罠
登
録
は
、
居
住

関
係
を
証
明
し
、
ま
た
選
挙
人
名
簿

の
作
成
な
ど
、
市
政
の
大
事
な
資
料

ケ
月
（
大
人
、
小
八
を
問
わ
す
）
一

人
一
、
五
♂
の
範
囲
で
希
望
配
給
を

し
ま
す
か
ら
登
録
店
へ
申
出
下
さ

6
…
…
三
…
…
三
，
。
昌
琶
＝
一
三
…
…
三
騨
三
壱
一
5
三
三
曇
蟹
呂
監
＝
廓
≡
巨
監
3
5
＝
三
＝
5
一
≡
＝
＝
5
言
毛
…
三
…
一
＝
『

と
な
り
ま
す
．
他
耐
町
村
か
ら
市
内

に
転
入
し
た
と
き
な
勿
論
、
市
内
の

異
動
の
と
き
も
忘
純
す
に
十
四
日
以

内
に
届
出
て
下
さ
い
。

戸
籍
謄
本
の
請
求
最
近
戸
籍

除
籍
の
謄
抄
本
の
請
求
が
多
く
な
り

ま
し
た
．
が
、
で
き
巷
だ
け
早
く
お
渡

し
、
た
い
の
で
、
撫
の
点
に
御
協
力

下
さ
い
．

　
特
に
他
人
に
た
㊧
ん
だ
り
、
郵
便

で
請
求
す
る
際
は
9
芋
数
料
一
通
に

つ
き
三
〇
円
、
郵
送
希
望
な
ら
ぱ
ほ

い
．
尚
価
格
は
普
通
外
米
十
キ
ロ
六

百
三
十
円
、
餅
米
十
キ
ロ
八
百
四
十

五
円
で
す
．

タ

バ
コ
は
市
内
で

　
　
浩
費
税
が
大
事
な
財
源

　
雷
様
か
ら
慶
好
さ
れ
て
い
る
「
た

ぱ
こ
」
は
、
そ
の
売
上
金
の
一
部
が

一
消
費
税
と
し
て
軍
一
要
な
財
、
源
に
な
っ

｝
て
拘
り
ま
す
。
当
市
の
場
合
本
年
度

『
予
算
に
は
五
百
七
士
万
二
千
円
が
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
灘
騰
　
　
‘
灘

成
人
式
ε
子
供
ま
つ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
成
人
式
は
五
月
三
日
、
十
日
町
小

学
校
に
お
い
て
七
百
五
＋
余
名
の
参

集
を
え
て
、
盛
大
に
行
わ
れ
た
。
写
頁

は
つ
づ
い
て
行
わ
れ
た
成
人
記
念

「
生
活
記
録
」
の
入
選
者
発
表
彰
式
．

芝

　
子
供
ま
つ
り
は
五
月
八
日
を
中
心

に
市
内
各
地
で
、
に
ぎ
や
か
に
行
わ

れ
た
．
愛
宕
山
の
子
供
ま
つ
り
の
ス

ナ
ツ
プ
．

収
に
見
込
ま
れ
て
お
り
ま
す
．
こ
の

　
「
た
ぱ
こ
消
費
税
」
は
小
売
店
が
専

売
公
社
か
ら
買
い
舜
け
る
量
に
よ
り

小
売
価
格
を
課
税
搬
準
と
し
、
そ
の

百
分
の
九
が
税
金
き
し
て
市
へ
入
っ

て
き
ま
す
。
従
っ
て
地
元
市
町
村
の

た
ば
こ
消
費
量
が
客
い
ほ
ど
税
収
も

多
く
な
り
ま
す
。
是
非
と
も
市
内
の

小
売
店
か
ら
買
っ
て
頂
き
而
の
財
．
源

確
保
に
御
協
力
下
さ
い
。

　
尚
種
類
別
の
消
嚢
税
は
次
の
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
．

バ
ツ
ト
一
個
（
廿
本
λ
）
二
円
七
〇
銭

．
新
生
〃
　
〃
三
円
六
〇
銭

朝
　
日
〃
　
　
〃
　
二
円
七
〇
銭

い
こ
い
〃
　
　
ク
　
四
円
五
〇
銭

パ
ー
ル
〃
（
十
本
λ
）
二
円
七
〇
銭

ピ
ー
ス
〃
　
　
〃
　
三
円
六
〇
銭

富
　
土
〃
　
　
〃
　
四
円
五
〇
銭

み
の
り
〃
　
　
〃
　
四
円
〇
五
銭

き
き
ょ
う
　
　
〃
　
　
五
円
四
〇
銭

か
に
一
〇
円
を
添
え
②
本
籍
と
筆
頭

者
氏
名
、
抄
本
の
場
合
は
必
要
者
氏

名
を
朋
示
し
⑬
必
要
通
数
と
＼
も
に

ヰ
　
て
　
さ
い
ヨ

配
給
の
異
動

一
、
転
入
又
は
転
出
の
際
は
、
飯
米
…

通
帳
を
持
参
の
上
、
先
ず
薗
籍
の
窓

口
で
手
続
を
す
ま
せ
、
そ
れ
か
ら
配

給
の
窓
口
に
お
い
で
下
さ
い
。
転
出

の
際
は
、
転
出
月
日
と
転
出
先
を
明

か
に
し
て
下
さ
い
．
な
お
転
出
証
朋

書
の
手
数
料
は
五
〇
円
で
す
．

二
、
出
生
の
際
は
、
飯
米
通
帳
と
母

子
手
帳
を
持
参
、
死
亡
の
際
は
、
飯

米
通
帳
持
参
の
上
配
給
窓
口
ま
で
。

に
し
て
あ
り
ま
す
。
本
田
の
病
害
虫

防
除
に
つ
い
て
も
万
全
を
期
し
て
下

さ
い
．
な
お
改
良
苗
代
の
設
置
費
に

対
し
十
五
万
円
の
補
助
を
計
上
し
、

実
施
成
績
に
よ
っ
て
農
協
を
通
じ
て

交
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
．

併
せ
て
採
種
圃
の
設
置
経
営
に
つ
い

て
も
充
分
の
注
意
を
願
い
ま
す
。

　
灘
蓑
蒙

苗
代
に
補
助

　
　
　
魔
点
は
防
隙
器
具
に

　
四
月
の
気
候
が
不
順
だ
っ
た
の
で

今
後
の
管
理
に
は
充
分
の
注
意
が
必

要
で
す
．
市
で
は
種
籾
消
毒
用
の
ウ

ス
ブ
ル
ン
と
苗
代
、
消
毒
用
の
薬
剤

を
農
協
を
通
じ
て
配
栂
す
る
様
予
算

を
討
上
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
必
す
実

徳
し
て
下
さ
い
。
又
本
田
防
除
用
の

動
力
撤
粉
機
を
昨
伍
に
引
続
き
今
年

度
も
管
内
に
十
五
台
配
置
す
る
こ
と

多
垂
嚢

・
雛
難珪

　
…
諺
羅
鵬
黙
醸
3

タ
バ
コ
は
＋
日
町
で

バ
ッ
ト
一
つ
も
他
市
で
は
買
わ
す

コ
れ
が
市
に
入
る
五
百
万

ハ
し
た
な
も
の
で
も
積
，
た
金
が

ト
オ
カ
マ
チ
市
の
た
め
に
な
る

オ
く
さ
ん
一
寸
の
心
掛
け

カ
い
も
の
す
べ
て
市
内
の
店
で

マ
っ
て
ま
し
た
と
父
ち
ゃ
ん
が

チ
よ
っ
と
一
ぷ
く
バ
ツ
ト
を
く
わ
く

デ
っ
か
い
煙
は
市
の
収
入

引
揚
者
に
朗
報

　
　
　
在
外
事
実
調
査
は
じ
ま
る

　
引
揚
者
任
外
事
実
調
査
が
行
わ
れ

ま
す
。
調
査
は
、
昭
和
二
十
伍
八
月
九

日
現
在
日
本
．
以
外
の
地
域
に
住
ん
で

翁
ら
れ
、
同
年
九
月
二
日
以
降
に
、

日
本
に
引
揚
げ
た
方
（
外
地
で
召
簗

さ
れ
た
軍
人
、
軍
属
な
含
み
ま
す
）

か
ら
次
の
こ
と
が
ら
を
調
査
票
に
記

入
し
て
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

一
、
引
揚
看
の
氏
名
、
生
年
月
日
、

期
　
　
澱

全
聞
日
髭

税
ー
鰍

車
限
3
懸

荷
期
鳥
税
し

車
　
　
納
納
ま

轄
納
5
駅
鵜

自
　
　
　
も
の
て

　
　
　
　
　
　
間
入
っ

調
査
票
は
後
日
嘱
託
員
を
通
じ
て
お

く
ば
り
い
た
し
ま
す
が
、
こ
の
調
査

に
つ
い
て
不
明
の
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
市
社
会
福
祉
事
務
所
叉
は
在
外
資

産
補
償
獲
得
期
成
同
盟
十
日
町
麦
部

に
御
相
訟
下
さ
い
．

ヤニゑロドド　コ　ドドたココド　　ま

春の消防演習

囲
臨
継

　
　
　
　
　
　
　
は
四
万
二
千
八

　
　
　
　
　
　
　
百
四
＋
八
人
、

今月の納税本
籍
地
及
び
現
住
所

二
、
外
地
に
お
け
る
住
所
、
居
住
期

　
間
、
職
藁
及
び
世
帯
構
成

三
、
削
揚
出
港
地
、
上
陸
地
及
び
上

陸
伍
月
日

四
、
そ
の
他
副
揚
看
に
つ
い
て
必
要

な
こ
と
が
ら

世
帯
数
は
七
千
四
百
七
十
三
で
県
内

十
九
市
の
う
ち
第
九
位
．
昭
和
二
十

五
年
の
国
勢
調
査
時
よ
り
も
人
口
に

お
い
て
七
百
四
十
人
、
世
帯
は
二
百

五
増
加
し
た
．
な
お
地
区
別
の
人
口

は
次
の
と
お
り

地
区
別
　
男
　
　
女

十
日
町
突
虫
盆
で
丞
ハ

下吉六川中
条田箇治条
二ニニニ　ニ＝＝四
、、　　、、あプくハム　ヒヱ茜茜……～天空

二二；二二　三四
、、　　、、ブく　ヒコ　ヒま　プむ

垂雲会8《

木
を
お
く
に
も
手
績

計
一
四
、
七
四
八

力
、
舞

六
、
コ
八

一
、
孔
八
八

蜀
、
三
九
。

蟹
菱

市
道
の
使
用
を
許
可
制
に

　
道
路
に
吻
を
置
い
た
り
、
使
う
場

合
は
管
理
者
の
許
可
を
う
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
．
特
に
次
の
場
合
は

建
設
課
へ
出
向
い
て
事
前
に
手
続
き

を
し
て
下
さ
い
．

⑤④③②①⑥⑦

電
柱
、
電
線
変
圧
搭
な
ど

水
管
、
下
水
道
管
、
ガ
ス
管

歩
廊
、
雪
よ
け
な
ど

露
店
、
商
品
置
場
そ
の
他

看
板
、
標
識
、
旗
ざ
お
、
幕
及

び
ア
ー
チ

工
事
用
板
囲
、
足
場
、
詰
所
そ

の
他
の
工
事
用
施
設

土
砂
、
竹
木
材
、
瓦
な
ど
の
工

事
用
材
料

清
掃
車
の
巡
回

ゴ
ミ
集
め
の
溜
掃
自
動
車
が
次
の

よ
う
に
巡
回
し
ま
す
か
ら
、
御
利
用

下
さ
い
。

◎
十
日
町
雌
各
町
内
週
一
回
づ
つ

◎
川
治
（
国
道
沿
い
）
髄
毎
月
五
日

◎
吉
田
（
小
泉
－
稲
葉
ー
高
島
間
）

肝
毎
月
＋
五
日

◎
中
条
、
下
条
（
国
道
沿
い
）
”
毎

月
一
一
＋
五
日

◎
中
条
旧
道
（
新
座
－
北
原
聞
）
厨

　
毎
月
三
十
日
午
前

　
巡
回
の
際
は
カ
ネ
を
な
ら
し
て
合

図
し
ま
す
。
作
業
の
都
合
で
巡
回
日

を
変
更
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
．

戦
傷
病
者
に
國
鉄

無
賃
乗
車
券
を

　
旧
軍
人
軍
属
で
現
に
恩
給
法
に
よ

る
増
加
恩
給
、
傷
病
年
金
、
又
は

傷
病
賜
金
の
麦
給
を
受
け
て
い
る
者

が
、
旅
行
等
す
る
場
合
、
国
鉄
運
賃

が
無
償
に
な
る
法
律
が
四
月
一
日
か

ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
．

　
こ
の
無
賃
乗
車
券
の
交
付
を
受
け

た
い
と
き
は
、
市
長
を
通
じ
戦
傷
病

者
証
明
膏
及
び
、
戦
傷
病
者
乗
東
券

引
換
証
の
変
付
申
請
書
を
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
証
明

書
変
付
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
は

次
の
通
り
で
、
手
続
き
は
、
印
鑑
を

持
参
の
上
、
市
社
会
福
祉
事
務
所
に

相
談
の
こ
と
．

▽
住
民
票
の
謄
本
叉
は
、
抄
本

▽
写
真
（
提
出
の
日
前
六
カ
月
以
内

に
撮
影
さ
れ
た
ベ
ス
ト
半
裁
の
無
帽

か
つ
正
面
上
半
身
の
も
の
で
裏
面
に

氏
名
、
生
鉦
月
目
を
記
入
し
た
も

の
）▽

恩
給
証
轡
叉
は
裁
定
通
知
轡
（
添

付
提
出
で
き
な
い
も
の
は
乙
相
談
下

さ
い
）

▽
日
本
傷
頻
軍
人
会
の
会
員
で
そ
の

手
帳
に
証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
も

の
は
そ
の
手
帖

▽
知
扇
が
必
要
あ
る
と
き
は
診
断

書
．

　談　誤麟　　罵

　勘
b爺ごヲ
　　　イこ

の
欄
は
、
市

民
の
皆
様
の
相

談
堅
で
す
。
市

政
一
般
に
つ
い

て
、
何
ん
で
も

乙
質
間
下
さ
い

宛
先
は
、
市
役

所
総
務
課
π
書
広
報
伝
宛
。
締
切
日

発
行
月
、
（
五
、
七
、
九
、
十
一
、
一

三
の
月
）
五
日
迄
。

産
業
別
人
口

産
業
別

農
業

林
榮
及
び
狩
猟
業

漁
業
及
び
水
産
榮

鉱
業

建
設
業

製
造
業

卸
売
及
び
小
売
策

金
融
及
び
保
険
業

人
口
（
人
）

二
二
、
七
五
七

　
　
　
　
山
ハ
九

　
　
　
　
　
〇

　
　
　
　
四
一
一

　
二
、
一
三
四

山
ハ
、
轟
ハ
一
八

　
三
、
八
八
六

　
　
　
二
七
九

運
輸
通
信
及
其
他
公
益
一
、
九
二
五

サ
ー
ビ
ス
榮

公
務

無
職

分
類
不
能

不
動
産
業

　　　『
　　九九一
　一一三七
五二五九七

（
昭
和
三
十
年
国
勢
調
査
結
果
）

、

一
一
、

三
、

國
保
直
営
診
療
所

吉
田
診
療
所

医
　
　
師
　
　
青
　
　
木
　
　
　
茂

診
療
科
目
　
　
内
　
科
、
外
　
科

川
治
診
療
所

医
　
　
師
　
　
林
　
　
賄
　
　
　
賢

診
療
科
目
　
　
皮
膚
、
泌
尿
器
科
、
内
科

新
水
診
療
所

医
　
　
師
　
　
西
　
　
方
　
　
　
清

診
療
科
目
　
　
内
　
科

火
の
元
は
父
さ
ん

　
　
　
　
母
さ
ん
ぼ
く
も
見
る

圖案募集

青
年
学
級
の
バ
ツ
ヂ

市
内
千
三
百
余
名
の
学
級
生
が
つ
け
る
バ
ッ
ヂ
の
図
案
を
募

集
し
ま
す
．

▽
応
嚢
買
格
囲
制
限
せ
ず

▽
〆
　
　
切
“
六
月
十
日
（
当
日
消
印
有
効
）

▽
記
載
要
領
“
「
は
が
き
」
に
墨
暫
す
る
こ
と
。

▽
宛
　
　
先
“
十
日
餌
市
公
民
館

▽
賞
　
　
品
“
採
用
の
分
に
記
念
品
を
呈
上
す
る
。
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